
〈大規模災害時〉 災害復旧技術専門家の派遣
大規模災害発生時に、地方公共団体等からの要請に基づいて、（公社）全国防災協会から

「災害復旧技術専門家※」を現地に派遣し、災害復旧事業の支援・助言を実施。（初回は無料）

令和７年度は、熊本県氷川町及び岩手県軽米町に災害復旧技術専門家を派遣。

災害発生時に被災自治体が災害復旧や改良復旧の計画を立案するためのマンパワーや技術力不足を

補うため、災害調査に関する支援や復旧工法に関する技術的支援を実施。

〈手続のフロー図〉

都道府県 防災担当課
（管内市町村）

○本省防災課への支援要請
（市町村は、都道府県を通じて）

●専門家が現地にて復旧方針の助言

本省 防災課
（復旧事業ライン）

○都道府県からの要請を受理
○派遣の可否、防災協会と調整

●被災自治体への通知

全国防災協会
（専門家リスト）

○派遣する専門家との調整
専門家の決定

●防災課へ連絡

①要請

④通知

②依頼

③専門家決定

※ 国や都道府県の災害復旧業務に⾧年携わり、制度を熟知し災害復旧事業に関する高度な技術的知見を有する経験豊富な技術者で協会が認定・登録した者。

〈熊本県氷川町〉
事後打合せ被災状況調査被災状況調査

〈岩手県軽米町〉


